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OCR・AIによる文書情報の
デジタル化と完全テレワークの実現
～会計事務所の働き方改革の実践～

時代のニーズに対応した
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はじめに

インターネットの普及とともに、私たち会
計業界にも、これまでの「先生業」から「サー
ビス業」へという大きな変化が訪れてい
ます。
一般の方々にも税理士の仕事内容が知
られるようになり、オックスフォード大学の
オズボーン准教授のように、10年後私たち
の仕事の一部（税務申告の代行者・簿記
会計の事務員）が90％の確率でなくなるで
あろうと予測する学者も現れました。私も、
会計業界が現在の仕事の仕方を変えず、

自ら変わろうとしなければ、10年後は間違
いなくオズボーン准教授の言うとおりにな
ると思っています。
変化は確実に起こっています。領収書

（手書きの領収書含む）や通帳は、スキャ
ナを使えば90％以上の正確さで判別が可
能なAI（Artificial Intelligence）がすで
に出来上がっており、その結果、今まで手
入力していた仕事はICT（スキャニングや
OCR）で可能になってきています。この変
化を脅威としてとらえるのではなく、逆に
利用することができれば、会計事務所は
未来に向かって生き続けることができる企

業へと変化していくことができるでしょう。
さくら中央税理士法人が、会計事務所と
して初めて「JIIMAベストプラクティス賞」
を受賞できたのは、これから起こるであろ
う変化を予測して、半歩先行く文書管理
（業務管理）を意識してきた私たちの仕事
の仕組みが評価されたのだと思っています。
そこで本稿では、私たちがこれまでに取
り組んできたその仕組みについて、説明い
たします。

2003年から取り組んだ
ペーパーレス事務所

さくら中央税理士法人は平成25年に設
立されました。基盤となったのは、昭和44
年に私の父、安田昭が設立した安田会計
事務所です。安田昭は生前、「これからは
必ずコンピュータで処理する時代が来る、
安田会計も決して乗り遅れるな」の言葉を
残して平成11年に私にバトンタッチをした
のです。
実際に現在の完全ペーパーレス事務所領収書の電子化例

※手書き領収書の文字も認識できます。

日付
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へ一歩踏み出したのは、それから３年後の
ことです。きっかけは、2002年開催の東
京税理士会の情報フォーラムでした。そこ
で、東京税理士会芝支部の高津先生の「こ
れからの会計事務所の仕事の仕方はこの
ように変わる」という情報をいただき、た
いへん刺激を受けたのです。
その内容は、まず紙を電子化し、ディス
プレイを２画面化して電子化された書類を
片方のディスプレイで確認しながらもう一
方のディスプレイで業務を行うというもの
で、すでに現在の作業方法にほぼ近いも
のでした。その情報をもとに、翌年から安
田会計事務所は完全ペーパーレス事務所
へと進んでいくことになり、2008年には紙
を使わない事務所としてNHKに取り上げ
られました。
完全ペーパーレスシステムは、その後多く
の課題や失敗を経て、現在のシステムへと
成長してきました。その進化の過程の詳細
はまた別の機会に披露することとし、今回
はそのシステムの概要を記載しておきます。

１）サーバ関連
セキュリティ対策を施したファイルサーバ×２
世代バックアップ用サーバ×１
クラウドストレージ×１
プリントサーバ×２

２）基幹ソフト
FujiXerox社DocuWorks9　
機能強化された「お仕事バー」により
RPA・RDA１の構築が非常に簡単に作
ることが可能になりました。

３）スタッフ使用ＰＣ及び周辺機器
高機能自作ＰＣ×スタッフ分
ディスプレイ×３画面×スタッフ分
PCについてはハードディスクの取り外し
ができる機能を有しており、自席でなく

とも全く同じ環境で業務ができます。

４）スキャナ関係
FujiXerox社複合機×３
Ａ３のガラス面に加え、いろいろな大きさ
の資料を切り取ることのできるE-CUTを
使用することにより、OCRを容易にして
います。

PFU社スキャナ×スタッフ分
スタッフ一人に一台のスキャナを用意す
ることにより、業務の効率化を図ってい
ます。

５）フォルダ・ファイル管理
　全ての文書をデジタル化し、保管場所は
「フォルダ構成委員会」の決めたルール通
りに保管を行います。
　フォルダ構成は年２回のフォルダ構成会
議により決定され、「自己で勝手に作れな
いシステム」となっています。
　勝手に作ったフォルダが発見された場合
は、罰金を支払う仕組みが出来ています。
　作業の流れとは以下の通りです。

１．  事務所に資料が入って来た段階で、ア
ナログ資料である場合はスキャナ等で
デジタル化し、領収書・契約書等の
原本といった原票等はすぐに返還。

２．手元にアナログ資料を置かず、デジタ
ル資料の場合は適正保管場所に保管。

３．いずれも保管時にＯＣＲ化がなされて
おり、簡単に「検索」可能。

４．スタッフは必要に応じて、「保管されて
いる場所」をディスプレイで開きながら
業務を行う。
 なお、お客様のフォルダ構成は当事
務所と同じなので、担当替えも簡単に
行う事ができます。

６）LAN
10ギガビット・イーサネットの採用
素早い表示が可能です。

以上が一連の流れです。
なお、現在はRPA・RDAを積極的に取
り入れて、事務所及びスタッフ個人のルー
ティンワークの自動化に取り組んでいます。
ロボットを作成して分かったことですが、
RPA・RDAは人任せでは業務効率化には
寄与しません。仕事の流れは一様ではあり
ません。仕事の流れを分析できるのは、
当事者と同じ業務環境にいる者のみなの
です。取組み方を間違えると導入はしてい
ても成果が出ないということになります。
成功する秘訣は「今のやり方で良いのか？」
と疑問を持つことにあると思います。

変化に対応した事務所作り

これから訪れるであろう変化は、私たち
の業務に大きな影響を与えます。その変化
の一つが、2019年10月１日から施行される
消費税の軽減税率です。
この日から消費税の税率は３つになり、
経過措置を入れるともっと多くなります。
一般的には、10％と８％の２つの税率が混
在すると思われがちですが、８％の中身（国
税と地方税の税率が違うのです、もちろん
足すと８％になります）が2019年９月30日
と2019年10月１日では違ってくるのです。
つまり、軽減税率の導入により、消費
税の計算がより複雑になると思っていただ
ければと思います。領収書１枚の中に10％
や８％の消費税の品が混在し、それを分
類して抽出計算をしなければなりません。
そうした仕訳作業を、私たちの業界がお
客様に代わって集計、確認計算することに
なると考えただけでも大変です。これだけ１　 RPA：ロボティック・プロセス・オートメーション。RDA：ロボティック・デスクトップ・オートメーション。RPA

が業務自動化のためのロボットソフトウェアを指すのに対して、RDAはデスクトップに限定した自動化を指す。
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でも、今までと同じ方法で業務を行うこと
は難しいことがお分かりいただけると思い
ます。
人が入力するという行為を、ICTを駆使
した入力の方法に変更しなければ、これ
からは生き残ってはいけません。当事務所
の提唱する、変化に対応した施策は、「ス
キャンで会計」の導入にあり、「会社の経
理部門・総務部門を会計事務所にアウト
ソーシングすることを目的にしています。

「スキャンで会計」とは

そうした目的で作られたのが、さくら中
央税理士法人の「スキャンで会計」です。
その仕組みは、以下の通りです。
お客様に全ての書類をスキャンしていた
だき、専用クラウド「さくらボックス」を経
由して、会計事務所のスタッフが全ての書
類を種類別に仕分けます。その仕訳は、
仕分けされた領収書等データをクラウドで
確認しながら外部スタッフが担当します。
その後、外部スタッフが作成した仕訳を精
査し、試算表・経営分析表等を作成する
という流れです。これが、よく言われる「製
販分離」です。
「スキャンで会計」を導入したお客様は、
経理に関しては毎日の資料をスキャンする
作業だけとなりますので、本業に割く時間
が増えることになります。なお、「仕訳」は
勘定科目に分けることで、スキャンされた
資料を分けるのは「仕分け」と区分してい
ます。
この仕組みを導入する会社は、本来の
業務である「製造」「販売」等に注力でき、
人財不足にも対処出来るということになり
ます。もちろん人件費の削減にも繋がる
WIN・WIN・WINの仕組みといえるかも
しれません。

また「スキャンで会計」は、電子帳簿保
存法へ移行する準備にもなると確信してい
ます。電子帳簿保存法とは、税務関係書
類をデジタルで保管することを認める法律
で、この法律により一挙に保存資料を廃
棄することが可能となります。

 
人財難に対応するために

今多くの企業が直面している問題に、
「人財難」があります。ここでは、人的財
産の不足という意味で、あえて「人財難」
という言葉を使っています。
人力が必要な企業は、ロボットを導入す
ることにより回避することが可能となるか
もしれませんが、まだまだロボットは開発
段階で、残念ながら実用領域には達して
いません。今後は外国の方々にも協力を求
める必要性があるかと思いますが、その点
については、政府もようやく重い腰を上げ
ようとしているようです。
もう一つの人財難は、優秀なスタッフの、

「結婚」「出産」「育児」「介護」による職

場からの離脱です。この点について、当会
計事務所でも「働き方改革」の実現を目指
す必要がありました。この人財難を回避す
るために「完全テレワークの実現システム」
を作り上げたのです。

完全テレワークシステム
（人財難を踏まえた会計事務所の働き方改革）

先ほども触れました完全テレワークシス
テムは次のようになっています。

１） 事務所で仕事をしているのと同じ環境
を実現すること

２） 事務所外部スタッフの空き時間・指定
時間を利用したものであること

３） 仕事の依頼等については記録を残すこと

４） 報告・連絡・相談手段はテレビ会議シ
ステムを使用し、リアルタイムで直接
会話しているような状況であること

５） 機材等は当事務所が用意し、外部ス
タッフに負担させないこと

以上を前提とし、「スキャンで会計」構築
に取り組んできた結果は、以下の通りです。

「スキャンで会計」の仕組み
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資料の流れの順番に記載します。

１． お客様は経理部門・総務部門を会計
事務所にアウトソーシングすることによ
り、経理部門・総務部門の人財難に
対処でき、結果として大幅な人件費の
削減ができる。
　 お客様は全ての資料（契約書・請
求書・領収書等経済活動により生じ
たすべての書類を指します）を複合機
やスキャナで専用クラウドを経由して
会計事務所に送信する。

２． 上記「１」の送信を受けて、会計事務
所スタッフは送られてきたデジタル資
料を種類ごとに指定フォルダに仕分け
する（郵便局でスタッフが仕分け箱に
整理しているイメージ）。スタッフが区
分することにより、デジタル資料の中
身をすぐに確認判断出来るので、お
客様の会社に何が起こっているのかを
リアルタイムに判断することができるメ
リットがある。
　以前は、会計事務所が資料を受け
とってもすぐにその状況を把握し連絡
する事ができなかった。しかしこのシ
ステムであれば、例えば医療費の領収
書が送信されてきた場合、すぐにお客
様に確認することが出来るようになり、
コミュニケーション不足も防げる。
　また、一部の仕分けフォルダ（領収
書等として仕分けされたフォルダ）は専
用クラウドを経由して、外部スタッフへ
送信される。

３． 外部スタッフは、仕分けされた領収書
等の入ったフォルダのデジタル領収書
等を、仕訳AIを通して仕訳と照らし合
わせて確認し、仕訳を完成させる。必
要であれば事務所のファイルサーバを参
照して、過去データを確認する。なお、
仕訳AIの認識率は90％まで実現して
いる。

４．外部スタッフは、仕訳結果を専用クラ
ウドを経由して会計事務所に送信する。

５． 会計事務所スタッフは、転送された
結果をもとに試算表・経営分析表を
作成し、必要とあれば日次決算として
顧問先に情報を提供する。その結果、
内部スタッフから入力業務がなくなるこ

とになる。

６． 会計事務所スタッフと外部スタッフは
定時・臨時テレビ会議を行い、疑問
等の解決を行う。

おわりに

電子申告の義務化・マイナンバー・AI・
電子帳簿保存法・消費税の軽減税率・イ
ンボイス（適格請求書）の導入・Fintech（ブ
ロックチェーン）・人財難等、現実的な変
化がすぐそこまで来ています。
今までの数多くの講演で感じたことは、
90％以上の方が「私達の業界が変化する
ことだけは感じているが、その時が来たら
対応すれば良い」と考えていることです。
しかし、簡単な電子化で消費税の軽減
税率も、インボイスを受け取った側がスキャ
ンすれば確認・集計することが可能です。
完全テレワーク化についても、さほどの出
費をせずに、実現することができます。
変化をしっかりと感じ、「何をすればよ
いかを考えること」が一番重要です。
さくら中央税理士法人では、デジタル化
やシステムについて毎月「業務効率化勉強
会」を無料で開催し、多くの方々に情報提

供しております。

お客様の総務となり

お客様の経理となり

お客様の良きアドバイザーとなる

お客様は経理・総務をアウトソーシングする

10年後20年後も生き残るために「今」何
をすべきなのかをしっかり考えることが重
要です。

まとめ

１）完全テレワークにより人財難に対応

２） 完全テレワークにより大規模・駅近の
事務所が必要なくなる

３） 完全ペーパーレスによりBCP対策が
容易

４） 「スキャンで会計」により資料輸送費の
削減・紛失防止

５） 「スキャンで会計」により会社の経費削
減・高収益が期待できる

６）「スキャンで会計」により人材難に対応

７）「OCR・AI」で業務効率が格段にアップ
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はじめに

本誌2016年３月号に「ドキュメントストッ
ク“ゼロ化”への取り組み」というタイトルで、
コニカミノルタビジネスソリューションズ（現
コニカミノルタジャパン、以下当社）の取組
みを紹介しました。当時はまだ活動継続
中であったため、その後の具体的な取組
みや効果については記載をすることが出来
ませんでした。そこで本稿では、本活動
内容の振り返りと実施効果、そして現在
の取組み状況を紹介いたします。

紙に「縛られた」働き方から脱却する

最近「働き方改革」という言葉をよく耳に
します。当社もコミュニケーションの改善
や生産性向上を目指し、ICTツールの整
備、コミュニケーションが取りやすいオ
フィスレイアウトの変更（フリーアドレス化、
コミュニケーションスペースの増床）を行っ
てきました。
しかし業務のやり方に目を向けると、日
常の業務処理は紙文書が中心であり、コ
ミュニケーションの改善や生産性向上の視

点からすると非効率な運用が見受けられま
した。さらに当社ではテレワークの導入を
検討していましたが、紙中心の働き方だと、
どうしても「働く場所」に縛られてしまい、
会社に行かないと仕事が出来ないという環
境でした。
この状況を憂慮した当時の社長が「紙
に縛られた働き方からの脱却」を掲げ、
2015年４月よりこの課題解決に向けた専任
の組織を立ち上げ、活動を始めました。

「ペーパーレス」は目指さない

プロジェクト開始時にプロジェクトメン
バーと決めたことは「ペーパーレスを目指す
ことはやめよう」ということでした。一見、
本プロジェクトの内容と矛盾しているかに
見えますが、プロジェクトゴー
ルの方向性について議論するう
ちに、「完全に紙をなくすことが
出来れば、今回のプロジェクト
の目的であるコミュニケーション
の改善や生産性向上に繋がる
のだろうか」という素朴な疑問
が浮き上がってきました。

例えば、会議で売上予算の達成状況を
確認する際、プロジェクターで写したエク
セルの予算表を見るよりも、紙に出力した
方が断然見やすく、そして分かりやすいも
のです。やはり紙には紙の便利さというも
のがあり、これを否定しまって完全に紙を
出さないやり方（紙の印刷→悪いこと）に
すると逆に非効率になるのでは、という結
論に至りました。そこでプロジェクト実現
の方向性として

・ 基本的には電子中心のワークスタイルに
変えていく。
・ ただし紙を使って便利なところでは紙を使
い、利用用途が終わったらすぐに廃棄する。

この２点を念頭に入れながら、プロジェ
クトを進めていきました（図１）。

時代のニーズに対応した
文書情報マネジメントを紹介

 紙に縛られた働き方からの脱却へ

“ドキュメントストックゼロ化”プロジェクト 
 の軌跡と現在の取組み

コニカミノルタジャパン株式会社
ソリューションエンジニアリング統括部

ソリューション応用部　ドキュメントグループ

　　平
ひら

山
やま

 義
よし

一
かず

図１　 “ドキュメントストックゼロ化”の運用方法と実現手段
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「ルール」「人」「システム」の視点で改善

さてドキュメントストックゼロ化の具体的
な施策を立案するために、そもそもなぜ紙
文書を社内に多く保管し、「紙に縛られた
働き方」になっているのかを把握すること
から始めました。調査はまず各部門に訪
問し、保有している紙文書の種類と文書
量を計測し、ヒアリングにて業務内での利
用方法や利用頻度を確認しました。調査
を進めると、その原因は「ルール」「システ
ム」「人」の３つの問題に集約されているこ
とがわかり、それぞれに対して施策を立て
ることにしました（図２）。
　
＜ルール＞
文書管理ルールを明確化

調査の中で分かった事実として、社内
にて保有する紙文書のうち、明確に保存
義務がある紙文書（法令や当社規程で義
務付けられている文書）は全体の約４割程
度で、残り６割は保存義務がない紙文書
でした。その内容は、社内プロジェクトや
日々の会議で利用した配布資料、取引先
との交渉履歴をまとめたファイル（提案書
やメールのコピー、打ち合わせの議事録な
ど）が中心でした。これらは電子データ
（Word、Excel、PowerPointなど）でも保

有している文書であり、紙と電子の重複保
有しているケースがほとんどです。パソコ
ン上で閲覧できるのに、なぜ紙に印刷して
保管しているのか……その理由の一つが
当社の文書管理ルールの問題でした。
当時の文書管理規程では、文書管理に
関する基本的な考え方の記載はあったの
ですが、具体的に文書管理のやり方に関
する記述はほとんどなく、紙・電子データ
とも管理方法は個人の裁量に任せられてい
ました。そのため検索性に乏しく、どこに
何の情報があるのかが分かりづらい状態
でした。特に電子データを保管するファイ
ルサーバについては紙文書以上に混沌とし
ており、データを保管した本人でさえも、
情報の在り処が分からなくなる事もしばし
ばで「大事な情報は紙で出力し手元で保管、
すぐに探せるようにする」という方法が常態
化しておりました。このことから当時の文
書管理方法では情報の属人化に繋がり、
生産性向上にも支障をきたすことがわかり、
改善の必要があると結論付けました。そ
こでまず全面的に文書管理のルールを明
確にする必要があると考え、特に電子デー
タの取扱については、ファイル名の付与方
法やフォルダツリー作成の考え方を具体的
にし、文書管理規程へ反映をさせました。

＜システム＞
紙ベースの業務フローを電子にて処理

保存義務がある文書は全体の４割と記
述しましたが、その主な内訳は、①社内
業務で利用する申請書または報告書　②
請求書や領収書、注文書などの税務証憑
類　③顧客および取引先との契約書　に
大きく分けられました。これらについては
紙ベースの業務フローから電子中心の運用
に切り替えることが出来ないかを検討しま
した。
まず①の社内業務で利用する申請書類
については、ワークフローシステムの導入
を決定しました。稟議書の一部は既に電
子ワークフロー化されていましたが、それ
以外の社内申請書のほぼすべてが紙を利
用した運用でした。当たり前の話ですが
紙の場合、原本を承認者へ物理的に回す
必要があるため、決裁に時間を要すること
があります。また外出が多い営業は、一つ
の申請書を書くために直帰できる時間帯で
も帰社し、作成することがよくありました。
これらのことは「紙に縛られた働き方」から
の脱却を目指している我 と々しては、何とし
ても解消させたい事項でした。
ただし単純に運用をワークフローシステ
ムへ置き換えたわけではありません。社内
の業務には繋がりがあり、その業務の節
目で何かしらの社内申請が行われます。そ
こで各申請書が決裁された後、次にどの
業務と紐づいているのかを洗い出していき
ました。例えば企業内で何かしら設備投
資を行う際は、まず見積依頼を行い、そ
の後金額に応じて必要な稟議を起案し、
決裁後に購買申請、最後に固定資産登録
と一連の流れがあります。よくあるケース
として、この一連のプロセスが一つのシス
テムで一気通貫されておらず、途中で紙を
発生させてしまうことがあります。このよう図２　働く仕組みを見直す方向性
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なことがあっては、せっかく素晴らしいIT
システムを入れても効果は半減してしまい
ます。一つのシステムで業務が完遂するよ
うに、各部門と協力し業務の流れを確認
し、システムを稼働させました。
次に②請求書や領収書、注文書などの
税務証憑類と、③顧客および取引先との
契約書についてです。これらの文書は外
部から紙として受領するものがほとんどで
あるため、最初から電子で行う運用は難し
く、スキャニングを行ってどのように業務
フローへ組み込むかを考えました。
まず注文書についてですが、当社の内
部統制における運用で、受注処理を行う
際は担当者が注文書のスキャニングデータ
を、受発注システムへ取りこまないと処理
が進まない運用にしていたため、ここにつ
いては現状の運用を継続させました。
さらに請求書、領収書、そして契約書
については、受領後スキャニングを行い、
自動的に指定のストレージへ格納する流れ
を構築しました（原本はスキャニング後外
部倉庫へ移管）。ちょうどタイミングがよく
当社内で、このような業務を行うための最
適なツールが開発・販売されたため、自社
実践の事例１を作るためにも、積極的に活
用しました。
ただしスキャニングを行ったのは、この
運用が開始された以降から発生した文書
としました。過去の文書まで遡ってスキャ
ニングを行うと、莫大な時間とコストがか
かり、効果が出にくいと判断したためです。
そこで過去の文書は保存年限を経過する
まですべて外部倉庫内で紙のまま保存す
ることにしました。

＜人＞

ルールを遵守させるための普及活動と　　
体制の構築

ルールとシステムを変えたので、以上で
終了という訳ではありません。この出来上
がった仕組みをいかに浸透させるかが一
番難しく、そして労力がかかるところだと
思います。
今回このプロジェクトで行った内容の運
用を開始したのが、2016年８月からでした。
そのため８月からの運用方法と運用開始前
までの必要な準備を同年４月から始めてい
きました。
本内容は全社での取組みであったため、
この運用を全国各地へ広めなくてはいけま
せん。そこで各支店・支社に代表者を数
名選出していただき、本プロジェクトメン
バーが北は北海道支社、南は福岡の九州
支社まで訪問し、代表者に対し説明を行
いました。
最初は各支店の社員のほとんどが今回
の取組みを「また本社が変なことを言い始
めたよ」という感じで見られていました。ま
た「複合機をメインにしている会社が、な
ぜ自分たちの食い扶持を減らすことをやる
のか」という強い反発も一部ありました。
しかしそこで決して上から押さえつける

のではなく、冒頭記載したプロジェクトの
目的、会社として目指したい方向性を丁寧
に説明し、今回の取組みが必ず業務の効
率化になることを伝えました。また運用開
始前にファイリングの整備も一緒に進め、
ほとんど利用しない文書を見ることで、い
かに無駄な文書を多く保管していたのかを
感じてもらい、日々の業務のやり方を見直
す必要性があることを理解してもらいまし
た。紆余曲折はありましたが、このような
活動を地道に進めることで、何とか運用開
始の８月に間に合わせることができました。
そして運用開始を機に始めたのが、ルー
ルを遵守させる体制の構築です。まず人事
総務統括部長をトップに据え、文書管理
の運用責任部門を総務部、そして各部門
に文書管理責任者（所属部門の文書管理
運用における総責任者）と文書管理実行
責任者（所属部門内における日々の文書管
理運用を所属メンバーへ指示を行う）を任
命しました（図３）。各部門の文書管理責
任者と文書管理実行責任者に対しては、
年１回の集合教育と上期下期にそれぞれ１
回ずつ、部門内の文書管理状況をセルフ
チェックさせ、運用責任部門の総務部へ
報告させています（図４）。

１　 https://businesssolution.konicaminolta.jp/
business/products/dispatcher-phoenix/user_
case/ 図３　運用チェック体制

https://businesssolution.konicaminolta.jp/business/products/dispatcher-phoenix/user_case/
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ドキュメントストックゼロ化の効果

運用を開始して２年以上が経過し、業
務面でさまざまな効果が出てきました。
まずは社内申請書作成における時間の
短縮です。これまで紙による申請から電子
ワークフローシステムを導入したことにより、
１件の作成時間が26分短縮することがで
きました。特に効果があったのは申請書
フォーマットを探す時間です。これまでは
該当のフォーマットを探すのが一苦労だっ
たものが、システムの導入により１ヵ所に
集約されたことで大幅な時間短縮に繋がり
ました。また営業部門では直行直帰の機
会が増え、残業時間の削減にも効果を発
揮しています。
次に文書の検索性ですが、定量的な
データはとれていませんが、社内アンケー
トを取ったところ約７割の社員が、文書の
検索性に効果があったと回答しました。ま
た何人かの社員に紙を削減したことで業

務へ支障をきたしているかと聞いたところ、
特になくむしろ紙を減らして良かったとい
う感想でした。
最後は副産物的なところもありますが、
保管スペースの削減です。本社では本運
用により、紙文書を大幅に削減し、社内
にあった書庫ふたつ分を撤廃することが
できました（写真）。撤廃後はミーティング
スペース等に転用し、簡単な打ち合わせ
をすぐに行うことが出来るようになり、コ
ミュニケーションの改善で効果を出してい
ます。

現在の取組み

ドキュメントストックゼロ化の運用につい
ては社内でもいろいろなご意見をいただき、
現在もその内容を取り入れながらルールの
修正などを行っています。今年度について
は、一部内容に日常業務とそぐわない点
が出てきたため、文書管理規程を改訂し
ました。なお今後、さらに市場環境の競
争が厳しくなる中、社内体制、日々の業
務運用、社内ITシステムが変わる頻度も
多くなってくると思われます。そのような動
きにも注意し、必要があればその時に
あったルールにしていきたいと考えてい
ます。
また社員の意識も運用開始から時間が
経過したせいかもしれませんが、若干落ち
ていることもあり、近々全社員に対してE-
ラーニングを実施する予定です。E-ラーニ
ング終了後にはテストがあり、合格出来な
いと繰り返し再テストを実施します。ここ
については若干強制的にはなりますが、
再度社員の認識を合わせるためにも行い
たいと思います。　
社員に本運用を定着させるにはさまざま
な点で改善が必要なところはありますが、
会社としての文化になり、一人一人がこの
価値を語れるようになることを信じて、今
後とも活動を進めたいと思います。

図４　ドキュメントストックゼロ化チェック項目一覧

before

書庫スペースは、紙文書の削減により、キャビネットを撤廃。打ち合わせスペースへ

after
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電帳法対応の経費精算システムと
コーポレートカード導入による
効率的な経費精算の実現と
ペーパーレス化

時代のニーズに対応した
文書情報マネジメントを紹介

2018
JIIMA

ベストプラクティス
受賞事例

当社の成り立ち

株式会社BearTailは2012年に筑波大学
に在学していた代表取締役をはじめとした
三名の学生が創業したベンチャー企業で
す。創業から「無駄な時間を省き、社会に
貢献する事業」の立ち上げを会社の目標と
して、ITを利用したサービスの提供を進め
ました。
2013年からITと人力を統合し、領収書
をスマートフォンで撮影すると、正確にデー
タ化を可能とするサービスプラットフォーム
を開発、これを利用する家計簿サービス
「Dr.Wallet」を消費者市場に投入し、120
万ダウンロード以上を獲得するビジネスと
なりました。
2016年からこのサービスプラットフォー
ムを利用した事業者向けのサービスとし
てＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメー
ション）型経費精算システム『Dr.経費精算』
をリリースし事業拡大を図ってきました。
今後は、『Dr.経費精算』をコアに企業内
の経費、出張、間接材手配等を集約し、

支援するビジネスプラットフォームとして拡
大する方向で事業拡張を進めています。

RPA型ソリューションをベースに

当社の提供するRPA型経費精算ソリュー
ション『Dr.経費精算』は下記のような特長
を持った企業向けの立替経費精算サービ
スです。
①  利用するユーザー（従業員、承認者）
が必要とする処理はスマートフォンで
全て実施

②  専用のスマートフォンアプリを利用する
ためユーザーがトレーニング不要で即
利用可能

③  金額、利用日時、取引先等の税務上
で重要な項目はデータが登録される事
で、ミスを極力排除

④  会社における各種精算規程に対する
違反をシステムが監視し、ルール違反
の排除が可能な統制強化機能

⑤  電子帳簿保存法に対応しペーパーレ
ス化が実現

⑥  クレジットカード、交通系ICカードの

データとの連携による経費データの自
動取得と入力ミスの排除

⑦  各種アラートの提供による経理、管
理部門における申請内容の精査業務
の低減

これらの機能により『Dr.経費精算』は
経費を精算する従業員と、経費を管理す
る経理部門、管理部門双方の負担を軽減し、
削減できた時間を他の利益性の高い業務
に集中させるなど企業の労働生産性の向
上を支援し、業務改善が実現できます。
電子帳簿保存法への対応についても、
精算プロセスで撮影された領収書画像に
タイムスタンプを付与し保存画像として利
用し、電子帳簿保存法に対応させるための、
新たな業務プロセスを追加する必要がなく、
領収書の原紙保存が不要になります。
今回JIIMAベストプラクティスを受賞し
た事例は、このDr.経費精算にコーポレー
トカードを連携させ、社員の費用立替をな
くすと同時に、社内における現金の取り扱
いをもなくすことで現金管理が不要になり、
現金照合等の経理業務削減も可能とした
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2018
JIIMA

ベストプラクティス
受賞事例

ものです。

カード連携で経費関連業務80％減

当社においては、RPA型の経費精算シ
ステムDr.経費精算をこれまでも利用してお
り、従来経費精算に費やす時間を当初の
スプレッドシートベースの経費精算を実施
していた時に比較し75％以上の削減に成
功していました。
さらに、コーポレートカードを全社員に
配布し、Dr.経費精算に連携することで通
常、電子帳簿保存法で要求される定期検
査までの領収書保管も不要としました。ま
た、社員の立替経費精算もほぼなくなるこ
とで管理部門は小口現金を管理する必要
がなく、経費関連業務に費やす時間を当
初と比較して80％以上も削減しました。こ
れにより管理（経理）部門は経営支援など
のより知的業務へのリソースの振り分けを
可能としました。
削減に成功した要因としては下記と考え
ています。

①  コーポレートカード払いを中心にして
キャッシュレス経費精算を実現

従業員はDr.経費精算で領収書をスマー
トフォンから撮影するだけです。
撮影された画像を基に入力代行オペ

レータがデータ化するため、従業員は特別
な入力作業を行う必要がありません。
撮影された領収書画像にはシステムがタ
イムスタンプを付与することでそのまま税
務証憑として保存されます。これにより原
紙の保存は一定条件の下で不要となります。
コーポレートカードを利用した場合、社
員も立替えの必要がなく、全社でのキャッ
シュレス化を実現しました。

②  コーポレートカードとのデータ連携によ
る金額等チェック作業の最小化を実現
従業員からの申請経費はクレジットカー
ド会社から自動取得したデータと紐づけさ
れています。そのため管理部門は内容の
確認を行うだけで、会計へ申請することが
可能です。経費の払い戻しがほとんどない
ために、従業員単位の支払い調書作成は

不要となり、同時に経費チェックについて
もシステムが付与するアラートに基づいて
確認することで、経費管理に費やす時間
が最小となりました。コーポレートカードと
の支払い一覧と照合された時点でその経
費についてはシステムが自動的に精算対象
外として処理します。

③  電子帳簿保存法の特例を最大限活用
して領収書破棄までの時間を短縮
領収書について当社では、第三者チェッ
クをしています。登録された画像との照合
が完了した時点でクレジットデータとの紐
づけが完了しているものは、その場での
破棄が可能です。法令で求められている
一時的な保存も不要となり、整理の手間
がなくなりました。

④  モバイルSuicaの活用によるICカード
タッチレス／乗車履歴の自動取得
モバイルSuicaが利用可能な端末を社員
に配布することで、ICカードをタッチする
ことなく、乗車履歴を取得することが可能
になりました。

⑤  コーポレートカード導入に合わせた業
務プロセスの採用
コーポレートカード導入と、第三者チェッ
クによるチェックプロセス運用のため、導
入効果を最大化するよう検討を行いこれま

コーポレートカードを全社員に配布

モバイルSuicaによるICカードタッチレス
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でのプロセスを変更しました。
 

運用プロセス

（１） 従業員は受領した領収書をスマート
フォンで撮影し、データ化依頼をする
と同時に、登録した領収書を専用封
筒に入れて管理部門に送付します。こ
の時にコーポレートカードを利用した
経費の領収書については、その時に
受領したコーポレートカードの利用証
明を一緒に送付する事が求められま
す。封筒には、従業員名と封入した
領収書枚数を記載して、封筒を封緘
して管理担当者に送付します。

（２） 管理担当者は受領した領収書の枚数
を確認して、封筒に記載されている枚

数と合致したら受領の証明としてサイ
ン（又は押印）をします。もしこの時点
で枚数に差異があれば管理担当者は
再封緘して枚数相違として従業員に
返送します。この受取完了までは従
業員の責任範囲として定義しています。

（３） 従業員は、受領確認を得た経費が申
請可能となります。コーポレートカー
ドを利用した経費については、クレ
ジットカードデータとの連携を確認し
た上で経費申請します。連携されてい
る経費についてはシステムが自動的に
精算対象外として登録します。登録
経費については、事前に従業員単位
で設定された承認プロセスに従い承
認プロセスが進みます。承認完了し
た経費は管理担当者に送付されます。

（４） 従業員からの経費申請は全ての承認
を受けた後に管理担当者に送付され
ます。管理担当者は受信した経費申
請に対応する領収書を取り出して、
個々の領収書に改ざんなどがないか
を確認し、また申請された経費にルー
ル違反のアラートがないかを確認しま
す。同時にコーポレートカード利用の
領収書については、精算対象外とし
てチェックされているかを再度確認し
ます。全ての確認が完了した後に、
経費として最終の承認を与え、コーポ

図１　従来の経費精算業務プロセス

図２　改善された経費精算業務プロセス
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レートカードの利用領収書は破棄しま
す。その他の領収書があった場合は、
保管箱に保管します。

今回のコーポレートカード導入にあたり、
上記のプロセスを検討・採用していますが、
プロセス自体は現在も改善検討を進めて
います。より使いやすく、確実な統制が可
能であるプロセスとして実証した上で、Dr. 
経費精算をご利用頂いているお客様にカー
ド連携プロセスを提供していく予定です。
また今後の計画として、領収書のオー
ディット業務（監査）をBPOサービスとして
提供していく事も視野に入れています。こ
のサービスについては、提供するためのプ
ロセスを実証するとともに社内における確
認としても運用を行っています。

業務プロセス変更による効果

経理担当は約五分の一、営業担当ほか

申請者は約四分の一以下に経費精算関連
の業務時間を短縮できました。
社内における小口現金などの取り扱い
がなくなり、小口現金管理等の業務が不
要となり経理部門、管理部門における負担
が軽減できました。
立替経費精算業務における管理部門に
よるルールチェック等、経費の内容確認に
ついては、Dr.経費精算のルールチェック
機能を利用することでほとんど不要となっ
ています。これに加えて精算が必要となる

経費が大きく軽減され、さらに管理部門
の負担が小さくなりました。
現在は営業活動において、積極的に運
用の成功事例を各社に展開しております。
結果として一定の賛同が得られ、弊社成
功事例と同様の運用を始める企業が増え
てきております。引き続きお客様に対して
弊社で得られたノウハウを提供する次第で
す。また、BPOサービスを今後展開してい
くことで、チェック業務の効率向上に貢献
していく予定です。

図３　短縮された時間

http://www.sense121.com/
http://www.apix.co.jp/index.html
http://www.apix.co.jp/index.html
mailto:info@apix.co.jp
http://www.sense121.com/
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「スキャナ保存」＋「手書帳票OCR」への挑戦
～国税関係書類10万件の処理が1/3に効率化～
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おもてなしの精神による
お客様第一主義の企業文化

茨城県大同青果株式会社は、昭和47年、
水戸市公設地方卸売市場に青果物卸会社
として創業以来48年間、常に豊かな品揃
えと安心・安全な信頼される青果物の流
通をモットーに、茨城県内の皆様の食生
活を支えております。年間取引量は51,400
トン、金額にして117億円になります。
青果物の卸売業とは、日本全国・海外
より新鮮な野菜や果物を集荷し、スーパー、
八百屋、食品加工業者や全国の都道府県
の青果市場に流通させる業務です。弊社
は茨城県を中心に青果物を卸しています。
野菜や果物といった生鮮食品を扱って
いるため、値段に加えて、味や鮮度といっ
た品質も重要になってきます。日 、々青果
物の目利き、温度管理に注力し、さまざま
な市場・産地から入手した情報を基に販
売業務を実施しています。弊社は創業当
初より和を重んじた明るい企業文化であり、
おもてなしの精神に基づいた手厚い接客

が強みとなっており、弊社社員のファンと
なってくださるお客様も多く存在します。

あふれる紙伝票が課題

市場現場での販売業務終了後、当社で
は、事務所にて産地より届いた青果物の
仕入や売上に関する伝票の整理及び、基
幹システムへのデータ入力を営業職員30名
及び、営業事務員10名で処理していました。
伝票には産地が出荷した青果物を市場
で受領したことを証明する「荷受証」、弊
社営業員が青果物の販売を記録する「販
売原票」・「送り状」、その他一般事務業
務で使用していた「領収書」などがあります。
領収書は、国税関係書類であるため、７
年間紙で保管していました。
青果物は、取り扱う品目が多いことに加
え、２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ等の大きさを表す「階
級」、秀、優、良等の品質を表す「等級」
があり、それぞれの単位で、「販売原票」・
「送り状」等の伝票が作成され、日次で約
3,000枚の伝票が発生します。

これらの伝票は倉庫に保管していました
が、月次で社員総出で事務所から倉庫ま
で段ボール詰めされた伝票を運ぶのが恒
例行事となっており、毎回数十人分のコス
トが掛かっていました。
また、ITシステムへの入力業務について
は、営業職員と営業事務員がそれぞれ同
じ伝票を基に、それぞれが２回入力する
業務フローとなっていました。これには、
ベリファイ（照合作業）を実施することで、
金額等の入力誤りを軽減させてきましたが、
業務上の非効率が発生していました。
一方、市場内の仲卸業者より伝票を保
管していた倉庫を事務所代わりに貸し出し
て欲しいといった依頼もあり、こうした「伝
票保管に関する管理コスト削減」、「業務
の効率化」、「倉庫貸し出しによる収益化」
が弊社の課題となっていました。
そんな中、昨今の電子帳簿保存法の法
令緩和に伴い、「スキャナ保存制度」の導
入が弊社のような中小企業でも容易になっ
たことや、OCRの精度に関する技術進展
によりこれらの課題を解決する土壌が整い
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つつありました。そこで弊社においても、
電子的な管理に移行すべく検討を進めま
した。
私自身、大手電機メーカーでのシステム
エンジニア、大手外資系コンサルティング
ファームにてITコンサルタントとしての職務
経験もあったため、世の中の動向を調査
したうえ、複数のITベンダーにお声がけ
し、「TCO（Total Cost of Ownership）：
総所有コスト」、「電子帳簿保存法に関す
るノウハウ」、「プロジェクト推進力」、「柔

軟性」の４つの評価軸によりアンテナハウ
ス株式会社の「ScanSave１」、株式会社
NJKの「Form OCR」を選定しました。

技術の組み合わせで課題解決

１）手書き文字がデータに
販売原票は産地やPCのない市場などで

記載するため手書きされており、基幹シス
テムへのデータ入力は営業担当が伝票を目
視しながら手入力にて実施していました。
そこで、高精度スキャン機能を要する専
用スキャナと、手書き文字読み取りソフト
「FormOCR」を導入し、スキャンによる手
書き文字のデータ化を実現しました。営業
職員が販売原票をスキャンし、専用端末上
で入力確認とOCR結果の修正を実施して
います。
併せてOCR後のデータを有効活用する
ため、基幹システム取込用CSVの自動出
力と「スキャナ保存制度」対応のための検
索用項目情報のCSV出力ができるよう、
独自に改修して頂きました。
結果、OCR結果を営業職員が確認する
ことで、営業職員と営業事務員による同一
データの入力とデータの照合が不要となり
ました。
導入に当たっては、販売元であるNJK
社より手書き文字の読み取り精度向上のた
めの手書き文字の改善トレーニングを受け
ました。

２） 電帳法スキャナ保存対応のクラウド利用
スキャンによる販売原票の電子化と、

「FormOCR」による手書き文字の読み取り
によるデータ入力の業務効率化と併せて、
紙原本の廃棄及び、販売原票の電子保管
管理のため、アンテナハウス社提供の「ス
キャナ保存制度」に対応するクラウドサー
ビス「ScanSave on ONeSaas」も導入し
ました。
クラウド環境は独立したプライベートタ
イプと共有利用のマルチテナントタイプが
選択できましたので、セキュリティ面を考

１　e-文書法対応ソフトウェア「ScanSave-V3（デスクトップアプリケーション）」、「ScanSaveネットワーク接続版」、
クラウド版である「ScanSave on ONeSaas」のエディションの総称。

図１　課題と業務フロー Before After

30 10

30

図２　ベンダー選定のポイント



月刊 IM  2019-1月号 11

2018
JIIMA

ベストプラクティス
受賞事例

慮して、プライベート環境を選択しました。
この導入により、スキャナ保存制度の要件
対応はもちろんのこと、サーバの導入及びメ
ンテナンスコストの圧縮が実現出来ました。
OCR結果のCSVとスキャンした販売原
票のPDFを出力し、クラウド環境に取り込
む際には、販売原票に必ず付記されてい
る荷受ナンバーをキーとしてPDFとCSVが
紐づき、検索項目を入力するだけで、基幹
システムにある荷受ナンバーと、「ScanSave 
on ONeSaas」にある荷受ナンバーが照合
され、帳簿と書類の相互関連性が確保で
きています。

３） 総合的なコンサルティングで　　　
国税申請もスムーズに

クラウド管理導入と併せて、アンテナハ
ウス社からは、スキャナ保存に対する国税
が求める法的要件確保のためのコンサル
ティングも受けました。現状の業務フロー
等のヒアリングから、その内容に基づき、
国税が求める要件に合致した新業務フ
ローの設計や、税務署に提出するスキャ
ナ保存申請書の記入アドバイスをいただき
ました。
また導入に際しては、当時使用していた
販売原票ではOCR精度が下がってしまう
ことが判明し、NJK社には別途、販売原票
の設計・レイアウトを作成してもらいました。

安定運用へこぎ着けるには

代表取締役によるトップダウンで導入を
進めましたが、導入直後は、最先端のIT
システムへの順応が難しく、営業職員は混
乱した状況にありました。一般的にOCR・
電子保存システムの安定化には３、４ヵ月
掛かると言われておりますが、幸い弊社で
は約１ヵ月で安定運用にこぎ着けることが

出来ました。
こぎ着けることが出来た理由は、一つ目
が各部のITスキルの高い社員からの横展
開です。各部のITスキルの高い若手社員
を中心に新システムの教育を行い、そこか
ら各職員に広めて行きました。二つ目はベ
ンダーによる密着サポートです。ことある
ごとにアンテナハウス社、NJK社には、遠
路はるばる水戸までお越しいただき、弊社
社員の横について、献身的なサポートをし
てくださいました。結果、みるみるうちに
社員の新システムに関する習熟度も高まり、
結果、１ヵ月で新システムに慣れることが
出来ました。

入力時間、人的コスト
削減に効果

2018年２月に導入を決定し、翌３月には
プロジェクトをキックオフしました。国税庁
による電子帳簿保存法の認可が下りるタイ
ミング、システム導入に必要となる要件定義、
設計、開発、テスト工数を鑑みて、運用開
始は2018年６月22日に決定しました。

ベンダーのプロジェクトマネジメントスキ
ルは高く、運用開始から逆算してWBS
（Work Breakdown Structure：作業分
解構造図）、スケジュールが作成されるなど、
週次で進捗報告や課題・リスクに関する
管理は徹底されていきました。
（1） OCR結果をシステム上に持たせて、営

業職員が照合入力するので、従来二
重入力していたものが結果的にOCRと
営業職員の入力で済むようになりまし
た。これは、10名の営業事務員の照
合のための入力業務効率化を意味し、
２名以上の人員削減へと繋がりました。

（2） OCR結果を確定させた販売原票の電子
ファイルは、スキャナ保存要件にあわせ
て保存し、紙原本は廃棄する方針とし
ました。その際、電子の販売原票PDF
に対する検索項目の入力がネックとなり
ましたが、「ScanSave on ONeSaas」
の「他システムデータ一括取込機能」を
活用することで、煩雑な情報入力の手
間をかけず、スムーズに検索用の情報
を抜き出すことができました。

（3） これまで紙で保管してきた販売原票を

FormOCR  

図３　手書き「販売原票」のOCR処理画面例
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「スキャナ保存」することで、紙の廃棄
が可能となったことに加えて、経理担
当者が必要な書類を検索する際に、
検索用項目として、そして国税要件で
ある「相互関連性の確保」のために紐
づけていた荷受ナンバーをキーとする
ことによって、検索画面から該当する
販売原票を即座に発見することができ
るようになりました。保管している紙の
販売原票から該当するものを探してい
たときと比べると、最短で５分かかっ
ていた販売原票の発見までに最長で１
分程度と約１／５に減少しています。

（4） システム及び電子ファイルの保存先をク
ラウドとしたことで、自社でのサーバや
ストレージ等の環境構築や同環境の維
持サポートメンテナンス等の手間を大
幅に削減することができました。今回
選定した「ScanSave on ONeSaas」
の導入は、接続用ソフトをインストー
ルするだけだったことから、１台あたり

３分前後で導入が完了しました。通常
の運用に際しても、公開されている一
般的な品質・サービス水準を満たして
いるのでスムーズな運用ができ、操作
がユーザーフレンドリーに設計されてい
ることもあり、本番稼働から操作に慣
れるまでに３ヵ月もかかりませんでした。

（5） 導入当初、所轄である水戸税務署から、
提出した申請書の不備（みなし承認期
間１日不足）で指摘を受けることとなり
ましたが、修正対応のアドバイスにより
「みなし承認」が獲得できました。実績
とノウハウが豊富な電子帳簿保存法対
応コンサルティングによって、無事安定
稼働にこぎ着けることができました。

今後の課題や要望など

導入当初は、スキャン作業や原票を作る
営業担当と営業事務からの反発への対応
に追われました。しかしながら、相手の

気持ちに立って意見を聞くこと、少しずつ
説得していくこと、社長からの方針決定で
あることを繰り返し伝えていくことで、現
場からの反発はほとんどなくなりました。
現在では、営業担当がOCRで読み込む
ための手書き文字の書き方や入力操作に
徐々に慣れ親しんできており、さらなる習
熟によって、業務時間のさらなる短縮も期
待できます。また、OCR処理のチェック
端末の追加、ScanSaveのバージョンアッ
プによるOCR出力結果の自動取込・自動
タイムスタンプ付与機能の導入、RPAによ
る入力作業の削減など、業務のさらなる効
率化を目指していきます。
この度、日本文書情報マネジメント協会
より、弊社の取り組みをベストプラクティス
賞として、選定、表彰いただきました。今
後とも、さらなる電子化による業務の効率
化を進めると共に、この取組みが、卸売
市場のみならず、書類電子化の認知拡大・
導入普及の一助になれば幸いです。

http://www.sense121.com/
http://www.apix.co.jp/index.html
http://www.apix.co.jp/index.html
mailto:info@apix.co.jp
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はじめに

当社マネーフォワードは企業のビジネス
向けクラウドサービスのマネーフォワード 
クラウドシリーズを提供しています。その
中で「マネーフォワード クラウド経費」（以
下「クラウド経費」）は経費精算業務を効
率化するサービスで、電子帳簿保存法ス
キャナ保存制度に対応させました。同時
に社内業務効率化を目的に自社でスキャ
ナ保存の運用を開始し、運用の変更を行
いながら今に至っています。今回ベストプ
ラクティスを受賞した当社事例のポイント
を紹介します。

入力期限毎の区分

スキャナ保存の入力期限の要件にはいく
つか種類があります。要件を極力簡略化
してしまうと、下の図のようになります。入
力期限、入力（または読み取り）する人が
誰か、使える機器は何かの３つです。
ひとつめは早期入力方式でこちらは１週
間以内の期限で、受け取った人以外が入
力するという制限があります。その際に利
用できる機器は複合機またはスキャナなど
が使えます。こちらはあまり採用されるケー
スがありません。
次に業務処理サイクル方式です。この方

式は領収書を受け取ってから最長１ヵ月と
１週間以内に入力する必要があります。一
般的な会社では、１ヵ月に１度経費精算を
行っている場合が多いのでこの方法を選
択するケースが多いです。こちらも同じく
複合機やスキャナなどの機器を利用できま
す。入力する人は、こちらも受け取った人
以外となり、例えば営業の方が自分で受
け取った領収書を自分で入力をするという
事はできません。
最後に受領者入力方式です。こちらは
領収書を受け取った本人が入力する事が
でき、スマートフォンを活用できる事が特徴
です。直近の改正で可能になった新しい
方式でもあります。ただし読み取りできる
のが受け取った人本人となり、改ざんなど
の恐れがあることから、入力の期限が受
け取った日の翌日起算で３日以内と非常に
短くなっています。また、領収書に自筆の
署名をすることも必須の要件となっていま
す。
当社がスキャナ保存制度を開始した当
初の受領者入力方式から、業務サイクル

入力期間の違い

入力方式 入力期限 入力する人 利用機器

早期入力方式 １週間以内 受け取った人以外 複合機
スキャナ

業務処理
サイクル方式

最長1ヵ月＋
1週間以内 受け取った人以外 複合機

スキャナ

受領者入力方式
（特に速やか）

3日以内+
領収書に署名 受け取った人

複合機
スキャナ
スマートフォン
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方式へ変更した経緯と効果は以下の通り
です。

当社のスキャナ保存運用の概要

当社では2017年１月からのスキャナ保存
を行い、2017年10月以降、業務サイクル
方式への切り替えを行いました。大きく３
つの段階に区分できます。

まず業務サイクル対応前でスキャナ保存
の申請前後の経緯です。

●2016年９月 申請をするための規定の整備
●９月30日  当社管轄税務署に申請書

類を提出
●11月15日  東京国税局の調査官が来

社され当社はシステムベン
ダーでもあったため、開発
中のシステムの要件につい
て確認と意見交換を実施

●11月24日  再度国税局と打ち合わせ　

何度か書類のやり取りを実施
●１月１日 書類の電子保存を開始

フェーズ１として、2017年１月１日からの
運用のフローを紹介します。「クラウド経
費」はスマートフォンアプリでの読み取りに
対応しているため、受領者入力方式にて
運用を開始しました。領収書を受け取り、
氏名を記入した後に、「クラウド経費」のア
プリで領収書を撮影します。撮影後にアッ
プロードボタンをします。アップロードボタ
ンを押したタイミングで、タイムスタンプが
付与されますので、ここまでを３日以内に
行います。原本は各社員に配布されている
クリアファイルにまとめておきます。
そして月末に申請を行います。上長は画
像だけで内容を確認します。原本はクリア
ファイルに纏めたものを経理に提出します。
上長確認が済んだ後に、経理が内容
チェックします。この際タイムスタンプが過
ぎているもの、署名がない領収書や画像
に不備がある場合は経理で、画像を差し
替えます。
 

実施してわかったメリット
そしてデメリット

業務効率化の結果を紹介します。当社
の出張が多い営業メンバーで、調査した
結果です。
経費精算の申請作業時間は月間で約
120分かかっていましたが、対応後は40分、
約３分の１まで短縮されています。これは、
主に台紙への糊付けを廃止したことによる
効果です。
一方で問題も発生しました。開始すると
きにはマニュアルを整備し社内周知も行い
ましたが、申請された件数全体の20パー
セント程度の不備が発生しました。
これらの領収書は、すべて経理で再ス
キャンを行っています。もとより初月はある
程度不備が発生することを見込んでおり、
翌月以降は不備の件数は減少していくだ
ろうと考えていました。
実際に２ヵ月、３ヵ月目と不備の件数は
減っていきましたが、５ヵ月を経過しても
13パーセントの不備が残り、一定水準から
下がらなくなる、ということが分かりました。
継続して新入社員が入ってくることと、
一定数の改善が見られない社員がいるこ

フェーズ１の運用フロー 不備の発生
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とが原因です。
主な不備は多い順に、①タイムスタンプ
が３日以内にされていない、②署名がされ
ていない、③写りが悪い、の３つです。特
に、写りが悪いケースは、さまざまなパター
ンがある事が分かりました。
例示した通り、スマートフォンのカメラで
撮影することから、さまざまな不備のケー
スが発生します。

キヤノンドキュメント
スキャナとの連携

特に経理で再スキャンを行った際に役

立ったのがキヤノンのドキュメントスキャナ
でした。画面で画像を確認する際にその
場でスキャンを実行します。「クラウド経費」
と連携して利用でき、読んだ画像から
OCRまたはオペレータ入力により、支払先
や金額、日付情報を自動で取り込むこと
ができます。複数枚を一括で読み取ったり、
大きさが不揃いでも読み取りが可能です。

フェーズ２　運用プロセスの切り替え

2018年７月よりスキャナ保存のＱ＆Ａが
更新され、画像の全件の確認を行うこと
により、業務サイクル処理の要件でもスマー

トフォンで読み取りが可能になりました。
当社では2017年10月より運用方法を業
務処理サイクル方式に切り替えました。
この切り替えにより運用面で以下の点が
変更となりました。

① 領収書の撮影、アップロードのタイミン
グは毎月の経費精算の締め日までの任
意のタイミングで実施、３日以内の撮
影は不要

②領収書への署名を廃止
③ 経理の確認で画像と原本が同一である
ことのチェックを全件行う

③の全件チェックについては、フェーズ
１の運用の際も回収した原本の確認を行っ
ていました。そのため、結果として大きく
手間が増えるという事はありませんでした。
不備発生した領収書の再スキャンを行う時
間が月に６時間かかっていましたので、全
件チェックを行う時間は２時間と経理処理
は効率化されました。以下３点のメリット
が挙げられます。

● 署名が不要になったことで従業員の負
担が減った。人によっては50枚ほど領
収書が発生しており、署名に時間がか
かるため不評だった。
● 読み取りの期限が伸びたことで、タイム
スタンプを３日以内に付与しなくてもよく
なった。
● 上記２点の不備要因がなくなったことに
より、発生する不備は９割以上減少した。

良い例 悪い例○ ×
小さい

折れている

ブレている

斜め

丸まり

手の写り

雑然

具体的なNG例

経理の作業時間キヤノン　ドキュメントスキャナimageFORMULA
https://cweb.canon.jp/imageformula/

 1    
   

https://cweb.canon.jp/imageformula/
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最終的なまとめとして、スキャナ保存の
実施前は経費精算業務は月に32時間か
かっていました。スキャナ保存の運用開始
１ヵ月目は、経費精算の業務自体の時間
は削減され25時間に減りましたが、画像
の不備による再スキャンの時間が13時間発
生し、合計で38時間と運用開始時よりも
増えました。その後、従業員が運用に慣
れてくるにつれ、不備数も減少していき、
半年程度で26時間（経費精算業務20時間、
領収書再スキャン６時間）にまで減少して
きましたが、一定数の不備が出続けること
から、頭打ち感を感じていました。その後、
業務サイクル方式に切り替え、画像の全件
チェックをすることにより再スキャンの時間
はゼロになり全体としても20時間、スキャ
ナ保存の対応前と比較して12時間の作業
時間削減に成功しました。
この時にもスキャナが活用されました。
経理側で利用することはほぼなくなりまし
たが、今度は現場で活用されるようになり
ました。領収書の撮影が任意のタイミング
で良くなった事により、領収書の発生枚数
が多い従業員はスマホアプリで個別に撮
影するよりも、スキャナでまとめて取り込む
方を選択したのです。

電子取引の活用

電子帳簿保存法には、スキャナ保存以
外に電子取引の要件も規定されています。
実は今回の取り組みで業務効率化が大き
かったのは電子取引の部分です。電子取
引とは、インターネットや電子メールで受け
取った領収書を電子的に保存しておくこと
です。タイムスタンプの付与、あるいは規
定の備え付けによって要件に対応する事が
可能です。通常はWebサイトで購入した航
空券や新幹線などのチケットは、経費精
算する際は印刷して紙で提出する必要があ
ります。チケットの領収書はメールでの受
け取り、またはPDF形式などでWebサイト
からダウンロードできます。この領収書デー
タ（デジタルレシートと呼称）は電子取引で
処理すると、取得した領収書データをシス
テムにアップロードするだけで良くなり、
ペーパーレスが実現します。一例として、
ある従業員の１ヵ月の経費精算を以下に示
します。
この従業員は出張に行ったため、飛行
機やホテルなど合計10枚の領収書が発生
しました。このうち、レストランで会食し
た際の領収書は現場で受け取るため、紙

になりましたが、それ以外は全てデジタル
のレシートに置き換える事ができ、１ヵ月
に発生した紙のレシートはわずか１枚とな
りました。電子取引を活用する事により、
紙の領収書が発生しない、「ペーパーレス
な出張」が既に可能になっています。

まとめと今後の展望

当社は2017年１月の電子帳簿保存法ス
キャナ保存制度の改正されたタイミングか
ら社内で運用を開始してきました。開始当
初は実際には苦労する部分も多かったの
が現実です。タイムスタンプを３日以内で
付与する、署名をするという受領者入力方
式で一定数は不備が出ることはあらかじ
め予想していましたが、想定よりも多くの
不備が出続けた結果となりました。しかし、
2017年７月のＱ＆Ａの変更により業務サイ
クル方式でもスマートフォンでの運用がス
ムーズになり、悩ましい不備発生の問題が
解決され、業務が効率化されました。
そしてスキャナ保存だけでなく電子取引
の活用が経費精算業務における電帳法活
用の最も重要なポイントだと考えています。
上手く活用する事で現時点でも多くの紙を
デジタルのレシートに置き換える事が可能
ですし、今後もデジタルレシートを利用で
きる機会が増えていく見込みです。経費
精算のペーパーレス化、というのが一つの
トレンドとなっていく事が予想されます。

ペーパーレスな経費精算




